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令和８年度山形県水道地図作成業務委託 仕様書 
 

１．適 用 

本仕様書は、山形県防災くらし安心部の発注する令和８年度山形県水道地図作成業務委託（以下「業

務委託」という。）について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、

もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

２．業務委託の目的 

県内水道事業等の施設状況を的確に把握し、水道水源の水質汚染事故等による影響の未然防止等に

資するため、水道地図を最新の情報に更新を行うもの。 

  

３．業務委託の対象事業及び施設 

業務委託の対象となる事業及び施設は次に掲げるものとする。 

（１）上水道事業 

（２）簡易水道事業 

（３）水道用水供給事業 

（４）専用水道 

（５）小規模水道 

 

４．図形の作成及び地理情報の形式 

（１）図形の作成に当たっては、別紙１の「令和７年度版水道地図作成要領」に基づき、対象情報等

に漏れの無いよう正確に行うものとする。 

（２）使用する基図（背景図）は、国土地理院発行の 20 万分の１地勢図を総括図、５万分の１地形

図を基本図とし、サイズを柾版（縦 47cm×横 58cm）とする。 

（３）レイヤー分けについては、発注者と受注者とが協議して定める。また、今後、更新する場合に

おいても使用可能なものとする。 

（４）国土地理院発行の５万分の１地形図(基本図)と同等の表示がモニター上に可能であること。 

（５）国土地理院の地図の利用にあたり、測量法第 29条及び第 30条に基づき適切に手続きを行うこ

と。 

 

５．業務委託計画書 

受注者は、契約締結後14日（休日等を含む）以内に業務委託計画書を作成し発注者に提出しなけれ

ばならない。 

なお、業務委託計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）業務委託概要 

（２）実施方針 

（３）業務委託工程 

（４）業務委託組織計画 

（５）打合せ計画 

（６）成果物の内容、部数 

（７）使用する主な図書及び基準 

（８）連絡体制（緊急時含む） 

（９）実施方針には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策に関する事項も

含めるものとする。 

 

６．資料等の貸与及び返却 

本業務委託に必要な貸与資料は次に掲げるものとする。 

（１）山形県水道地図（令和３年４月版） 

（２）事業体の水道地図（令和８年４月１日時点） 

（３）水道現況 

（４）その他必要な資料 
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７．関係官公庁への手続き等 

（１）受注者は、業務委託の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しな

ければならない。また受注者は、業務委託を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要

な場合は、速やかに行うものとする。 

（２）受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を発注者に報告し協議するも

のとする。 

 

８．関係法令及び条例の遵守 

受注者は、業務委託の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならな

い。 

 

９．疑義 

   本業務委託の実施にあたり、本仕様書に明示なき事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が

協議のうえ、定めることとする。 

 

10．守秘義務 

 （１）受注者は、本業務委託の成果を他の業務に利用してはならない。 

 （２）受注者は、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

 （３）受注者は、発注者の許可なく本業務委託の一部又は全部を第三者に再委託してはならない。 

 

11．打合せ等 

   業務委託の実施にあたっては、適正な業務委託を遂行するため、発注者と受注者は常に連絡をとり、

着手・中間・納品時の他、必要に応じて随時打合せを行うものとする。 

 

12．成果物の提出 

受注者は、業務委託が完了したときは、次に掲げる成果物を業務委託完了報告書とともに提出し、

検査を受けるものとする。 

（１）水道地図（製本）                          ３冊 

（２）水道地図（ＰＤＦデータ）                         一式 
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